
区分　　70歳以上：低Ⅱ（住民税非課税）　　限度額：外来8,000円（個人単位）、入院を含むときは24,600円（世帯単位）

おばあさん
70歳

受診者 医療機関 入院・外来・歯科 金額
おじいさん A病院 外来 ¥7,000 ←合算○
おじいさん A病院 歯科 ¥1,000 ←合算○
おじいさん B病院 外来 ¥1,000 ←合算○

70歳以上の人は保険診療にかかった1円～合算できます。

= ¥1,000 支給

受診者 医療機関 入院・外来・歯科 金額
おじいさん A病院 外来 ¥9,000 ←合算○
おばあさん A病院 外来 ¥1,000 ←合算○
おばあさん B病院 外来 ¥1,000 ←合算○

70歳以上の人はすべて合算できますが、外来限度額は個人単位で計算します。

9,000円　-　8,000円（外来限度額）　=　　1,000円

支給
1,000円　+　1,000円　=　2,000円　（≦　8,000円）

支給　⇒ ¥0
 

受診者 医療機関 入院・外来・歯科 金額
おじいさん A病院 外来 ¥9,000 ←合算○
おばあさん A病院 外来 ¥10,000 ←合算○
おばあさん B病院 外来 ¥1,000 ←合算○

70歳以上の人はすべて合算できますが、外来限度額は個人単位で計算します。

9,000円　-　8,000円（外来限度額）　=　　1,000円

¥1,000

支給
10,000円+1,000円-　8,000円（外来限度額）＝3,000円

¥3,000
 

受診者 医療機関 入院・外来・歯科 金額
おじいさん A病院 入院 ¥24,600 ←合算○
おじいさん A病院 歯科 ¥1,000 ←合算○
おじいさん B病院 外来 ¥1,000 ←合算○

70歳以上の人はすべて合算でき、入院を含む場合の限度額は世帯で24,600円

= ¥2,000 支給

¥1,000

¥4,000

例４

24,600円 + 1,000円 + 1,000円 - 24,600円（入院を含むときの限度額）　

世帯構成

例1

例2

例３

　1,000　+　0　＝　

おじいさん
70歳

7,000円　+　1,000円　+　1,000円　-　8,000円（自己負担限度額）　

1,000　+　3,000　=

※実際の支給はレセプト（診療報酬明

細書）の点数に基づいて行うので金額

に端数が出ますが、便宜上、端数を除

いて説明しております。



区分　　70歳以上：低Ⅱ（住民税非課税）　　限度額：外来8,000円（個人単位）、入院を含むときは24,600円（世帯単位）

受診者 医療機関 入院・外来・歯科 金額
おじいさん A病院 入院 ¥24,600 ←合算○
おばあさん A病院 歯科 ¥8,000 ←合算○
おばあさん B病院 外来 ¥8,000 ←合算○

70歳以上の人はすべて合算でき、入院を含む場合の限度額は世帯で24,600円

入院
¥24,600

70歳以上 70歳以上の
世帯負担 限度額

A病院歯科 外来負担 外来限度額 24,600+8,000
¥8,000 8,000円+8,000円 　　　　=　\32,600 ¥24,600

B病院外来 　　　　=　\16,000 ¥8,000
¥8,000

32,600-24,600=8,000
16000-8000=8000 ② ¥8,000

① ¥8,000

払戻し額合計

（　①　+　②　）　　= ¥16,000 支給

例５


